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I   はじめに

　平成１８年１２月２７日に、企業会計基準委員会より、「リース取引に関する会計基準

（案）」および「同適用指針（案）」が公表されました（これら基準等の適用については、

平成２０年４月１日以後開始する連結会計年度および事業年度と予定されています）。

　もともとリース取引については、平成５年６月１７日付けで、企業会計審議会第一部

会より「リース取引に係る会計基準」が公表されていました。この改正前基準では、

ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス･リース取引について、一

定の注記を要件として「通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理」が例外

的に認められていましたが、大半の企業がこの例外処理を採用するという状態となっ

ています。

　これに対し、企業会計基準委員会では、例外処理の再検討を含めたリース会

計基準について検討を行い、平成１８年７月に一旦、適用時期を明示しない「試案」

という形での公表を行ったうえで、このたび改めて「会計基準（案）」と「適用指

針（案）」の公表を行っています。

　今回公表された「会計基準（案）」および「適用指針（案）」では、従来、所有

権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理として認められてきた「通常の賃貸借

処理に係る方法に準じた会計処理」が廃止され、原則的な方法である「売買処理

に係る方法に準じた会計処理」が適用されることとなります。

　このような状況のなか、前述のとおり、大半の企業が「例外処理」を採用してい

る現状を考えると、「賃貸借に準じた会計処理」から「売買処理に準じた会計処理」

への変更により大きな影響を受ける企業も少なくないと思われます。このため以下で

は、当該変更による影響について検討を行っていきます。

　なお、基準（案）および適用指針（案）では、リース取引の分類およびその会計

処理については、複数の処理方法が設けられていますが、今回すべてについて検

討することはできないため、もっとも影響が大きいと思われる所有権移転外ファイナン

ス・リース取引で、利息相当額を利息法にもとづき各期へ配分したケースを前提に、

その会計上における影響額の検討を行います（本来は、税効果を含めた、税務影

響についても考慮する必要がありますが、税務面の影響まで踏み込むと複雑になる

ため、純粋な会計処理の変更による影響のみを対象としました）。

　また、文中意見にわたる部分は私見であることを、あらかじめご了承ください。

会計トピック◯１

「リース取引に関する会計基準（案）」および「リース
取引に関する会計基準の適用指針（案）」について
あずさ監査法人　マネジャー　轡田  留美子

平成１８年１２月２７日に、企業会計基準委員会より「リース取引に関する会計基準（案）」および「同適用指

針（案）」が公表されました。これにより、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理として認め

られてきた「通常の賃貸処理に係る方法に準じた会計処理」が廃止されることとなります。

本稿では、この会計基準の適用に伴う影響について検討します。
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II  基準変更による影響

１．� 総資産額への影響（貸借対照表上の影響）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引を利用している場合に、今回の基準（案）

適用によって、もっとも影響を受けるのは、「借手」の貸借対照表における総資産額

となります。

（１）貸借対照表上の影響

◯借手

　「借手」の貸借対照表では、所有権移転外ファイナンス・リースを売買処理

に準じた会計処理を行うことにより、従来の賃貸借処理に準じた方法ではオフ

バランス（注記）処理されていたリース資産とリース債務が、両建てで追加

計上されることになります。

　このため、貸借対照表上、資産・負債双方が増加し、総資産額が増加し

ます（図表１参照）。

◯貸手

　「貸手」の貸借対照表については、現行の賃貸借処理に準じた方法を採

用していても、「リース資産」を固定資産に計上しているため、総資産に与え

る影響は特にありません。

　ただし、現行では「固定資産」に計上していたものが、基準（案）の適用

により、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものである場合には、

「流動資産」の区分に、「リース投資資産」として計上されることになるため、

１

２

図表１■ 借手の貸借対照表
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図表２■ 貸手の貸借対照表

貸手は、もともとリース資産をオンバランス処理しているため、総資産額には影

響なし。

ただし、基準適用後は、営業の主目的たる営業取引により発生したものである

場合には、流動資産に「リース投資資産」として計上するため、「固定資産」

⇒「流動資産」への計上区分の変更が行われる（営業の主目的以外の場合

は、「１年基準」により、流動・固定分類が行われる）。
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流動固定区分（比率）が変更されることになります（図表２参照）。�

　なお、主目的たる営業取引以外の取引により発生した場合には、１年基準

により流動・固定分類が行われます。したがって、貸手の影響はリース取引が

主目的たる営業取引から生じているか否かで、異なることになります。

（２）総資産利益率（ＲＯＡ）の減少�

　指標影響として大きいと思われるものには、総資産利益率（Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ Ａｓｓｅｔ；

以下、「ＲＯＡ」という）があげられます。

　ＲＯＡは、企業に投下された総資産が、利益獲得のために、どれほど効率的

に利用されているかをみる指標であり、「利益」を分子、「総資産」を分母に計

算されます。

　このため、前述したとおり、基準（案）の適用において、「借手」は、これま

でオフバランス（注記）処理されていた、リース資産が固定資産に計上され、

総資産額が増加することになるため、ＲＯＡの計算上、分母が増加し、前期と

同じ利益（分子）を上げていたとしても、ＲＯＡが減少することになります。

　なお、実際の数値影響は、賃貸借処理の際にオフバランス処理している、リ

ース資産残高の大きさにより変わってくると思われます。「貸手」については、前

述のとおり、総資産影響はないため、ＲＯＡへの直接的な影響は特にないと思わ

れます。

２．  損益認識のタイミング的な影響（損益計算書上の影響）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引における「損益認識」は、単純化すると、

「借手」側では、「リース料総額」をリース期間に期間配分して、損益を認識して

いるといえます。そして、「貸手」側では、同様に「利息相当額」をリース期間で

期間配分して損益の認識を行っていると説明することができます。

　ただ、今回の基準（案）適用においては、「利息法」が原則となるため、この期間

配分方法が、従来の「定額」認識から「逓減」認識に変更されることになります。

　以下では、図表を使用してその考え方を示すとともに、損益計算書への影響を検

討します。

（１）認識時期（タイミング）の変更

　図表４は、現状の賃貸借処理に準じた方法により、リース期間にわたり定額で

「リース料」を毎期損益計算書へ計上した場合の損益認識のイメージ図です。

　これに対し、右の基準（案）による処理（売買処理に準じた方法）を採用した

場合は、利息相当額について「利息法」により逓減認識することになるため、

契約スタート当初の利息相当額の算定額が大きくなり、その後の損益については

逓減して認識されていきます。

　売買処理に準じた方法のほうが、図表４のＸ１年目における「白抜きの台形」

総資産利益率（ＲＯＡ）  ＝　　　　　　　 ×   １００％

図表３■ 総資産利益利率（ＲＯＡ）

利益

総資産

総資産利益利率（Ｒ  ）  ＝　売上高利益率（　　　　　）×  総資産回転率（　　　　　）× １００％
利益

売上高

売上高

総資産
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部分だけ、１年目の利息相当額の認識額が多いことが、図表からわかると思い

ます。

　ただし、全体の面積（損益認識額合計）自体に変更はないため、図表４を例

にとれば、Ｘ３年目以降は逆転し、従来の方法に比べて１年間での損益認識額

は減少することになります。

　なお、図表上では、単純化のため直線での利息計算を表していますが、実

際には、カーブを描くことになりますのでご留意ください。

（２）損益計算書への影響

◯借手

　従来の賃貸借処理に準じた会計処理を適用している「借手」の損益計算

書では、販売費及び一般管理費として、「リース料」をリース期間にわたり定

額で損益認識していますが、基準（案）適用後は、元本相当分については、

「減価償却費」として営業費用へ計上し、利息相当分については、「支払利

息」として営業外費用に計上することになります。

　このため、販売費及び一般管理費から、営業外費用へ計上区分が一部変

更されることによる影響と、利息相当額を、利息法により逓減認識することによ

る影響が、営業利益段階および経常利益段階で現れます（図表５参照）。

１

《賃貸借処理に準じた方法》

Ｘ１年目　Ｘ２年目　Ｘ３年目　Ｘ４年目

《売買処理に準じた方法》

Ｘ１年目　Ｘ２年目　Ｘ３年目　Ｘ４年目

リ
ー
ス
料

利
息
　  

減
価
償
却
費

図表４■ 損益認識時期

図表５■ 借手の損益計算書

現行（Ｐ／Ｌ）

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費
（リース料）

営業利益

営業外費用

経常利益

売上高

売上総利益

営業利益

営業外収益

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費
（減価償却費）

営業利益

営業外費用

（うち支払利息）

経常利益

現行

売上総利益＝増減影響なし

営業利益＝＋２，４００

経常利益＝▲１，５３７

新基準適用後 （Ｐ／Ｌ）

新基準適用後８０，０００

２０，０００

１２，０００

８，０００

１，０００

８，０００

８０，０００

２０，０００

９，６００

１０，４００
１０，４００

４，９３７

（３，９３７）

６，４６３

１００，０００

２０，０００

８，０００

１，０００

売上高

売上総利益

営業利益

営業外収益

１００，０００

２０，０００

１０，４００

１，０００

２０，０００

８，０００

８，０００

利益増減影響

売上総利益

営業利益

経常利益

２０，０００

１０，４００

６，４６３

売上総利益

営業利益

経常利益

「リース料」一本で処理していたものが、「減価償却費」と

「支払利息」に分割して計上

さらに、「支払利息」は利息法により、「逓減」認識される

ため、従来の「定額」認識よりも、スタート当初の方が、計

上金額が大きくなる。

「リース料」「減価償却費」「支払利息」の

数値は、適用指針（案）［設例１］のＸ２年３

月３１日決算時点の数値を利用している。

リース期間全体における、損益認識額に変更はないが、売買

処理の場合、利息相当額部分は、「利息法」による損益の認

識（期間配分）が必要となる。

このため、スタート当初の元本残高が多い段階での、損益認

識額が多くなり、「逓減」認識となる。
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　適用初年度の取扱いについては、別途の定めがあるため、上記はあくまで

賃貸借処理と、売買処理の違いによる影響です。

　なお、従来「リース料」を製造原価として売上原価に計上されていた場

合は、利息相当分を除いた「減価償却費」部分のみが売上原価に計上さ

れることとなるため、売上総利益段階に影響を与えることになります。

◯貸手

　「貸手」の損益計算書における影響は、利益に該当する受取利息相当額

の認識方法が、リース期間にわたる「定額」から利息法による「逓減」認識

に変更される点にあります。

　このため、売上総利益段階で、認識方法の差異部分について、影響を受

けます（図表６参照）。

�

　なお、図表６においては、適用指針（案）における、第２法をベースに表現してい

ますが、第１法・第３法を採用したとしても、その年度で認識される利益額（受取利息

相当額）は同額となるため、表示方法の違いだけであり、影響の現れ方は等しくな

ります（適用指針（案）第４９項参照）。

　また、適用初年度の取扱いについて別途の定めが設けられているのは、貸手にお

いても同様です。上記は、賃貸借処理と売買処理の違いによる影響となっています。

III　不動産に係るリース取引の取扱い

　リース会計基準（案）および適用指針（案）では、一般的なリース取引をメインに

規定されていて、特殊なリース取引については扱われていません（適用指針（案）８３

項参照）が、試案からの追加事項として、従来明確に触れられていなかった不動

産リースに関する考え方が示されています。

　この不動産リースに関する考え方については、今回の公開草案の段階ではじめ

て明示されたものでもあり、適用指針（案）第１８項、１９項と、その結論の背景にあ

たる第９１項～９３項については、該当取引のある企業は一読していただきたいと思

います。なお、不動産に係るリース取引の取扱いについては、はじめて考え方が明

示されたものであるため、今回は、その紹介にとどめ、解説等は省略させていただ

きます。

２

図表６■ 貸手の損益計算書 － 第２法

現行（Ｐ／Ｌ） 新基準適用後 （Ｐ／Ｌ）

売上原価

売上総利益

売上高
９，６００

２，４００

１２０，０００
売上原価

売上総利益

売上
８，０６３

３，９３７

１２，０００
現行

売上総利益＝＋１，５３７

新基準適用後

２，４００

利益増減影響

売上総利益 ３，９３７
売上総利益

「リース期間定額」で認識していた、「売上原価」を、利息

相当額を「逓減」認識の「利息法」で会計処理するため、

従来の「定額」認識よりもスタート当初の方が、原価認識

額が小さくなる。

「売上」「売上原価（新基準適用後）」の

数値は、適用指針（案）［設例１］のＸ２年３

月３１日決算時点の数値を利用している。
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